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町
政
あ
ん
な
い

キ
ラ
リ
健
康
ナ
ビ

子
育
て
ひ
ろ
ば

情
報
コ
ー
ナ
ー

ま
な
び
す
と

わ
い
わ
い
プ
ラ
ザ

健
全
化
判
断
比
率
と
は

　
財
政
の
状
況
を
表
す
次
の
4
つ
の
指
標
の

こ
と
を
い
い
、
2
つ
の
基
準
に
よ
っ
て
財
政

の
健
全
性
を
判
断
し
ま
す
。

　
4
つ
の
指
標
の
う
ち
1
つ
で
も
「
早
期
健

全
化
基
準
」
以
上
に
な
る
と
、
財
政
健
全
化

計
画
の
策
定
が
義
務
付
け
ら
れ
、
自
主
的
な

改
善
努
力
に
よ
る
財
政
健
全
化
に
取
り
組
ま

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
さ
ら
に
、
将
来
負
担
比
率
を
除
く
3
つ
の

指
標
の
う
ち
1
つ
で
も
「
財
政
再
生
基
準
」

以
上
に
な
る
と
、
地
方
債
の
起
債
が
制
限
さ

れ
、
予
算
の
編
成
に
国
が
関
与
し
、
確
実
な

財
政
再
生
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

実
質
赤
字
比
率

指
標
❶

　
一
般
会
計
の
赤
字
額
の
割
合
で
す
。
赤
字

の
比
率
が
高
く
な
る
ほ
ど
、
財
政
悪
化
が
深

刻
と
な
り
ま
す
。

　
本
町
の
一
般
会
計
は
、
黒
字
決
算
と
な
り

ま
し
た
の
で
、
数
値
化
は
さ
れ
ま
せ
ん
。

連
結
実
質
赤
字
比
率

指
標
❷

　
一
般
会
計
だ
け
で
な
く
、
特
別
会
計
も
加

え
た
赤
字
額
の
割
合
で
す
。

　
本
町
は
、
全
て
の
会
計
に
お
い
て
黒
字
決

算
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
数
値
化
は
さ
れ
ま

せ
ん
。

実
質
公
債
費
比
率

指
標
❸

　
借
入
金
の
返
済
額
が
財
政
に
及
ぼ
す
負
担

を
表
す
指
標
で
す
。
こ
の
比
率
が
高
い
ほ

ど
、
資
金
繰
り
が
厳
し
い
こ
と
を
表
し

ま
す
。

　
本
町
の
数
値
は
、
早
期
健
全
化
基
準
を
大

き
く
下
回
っ
て
お
り
、
健
全
で
あ
る
と
い
え

ま
す
。

将
来
負
担
比
率

指
標
❹

　
こ
れ
か
ら
支
出
が
予
定
さ
れ
て
い
る
借
入

金
の
返
済
な
ど
の
負
担
額
の
割
合
で
す
。
こ

の
比
率
が
高
い
と
将
来
的
に
財
政
が
圧
迫
さ

れ
る
可
能
性
が
高
く
な
り
ま
す
。
本
町
で
は

負
担
額
を
上
回
る
歳
入
が
予
想
さ
れ
、
将
来

的
に
も
黒
字
決
算
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
数

値
化
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

資
金
不
足
比
率
と
は

　
公
営
企
業
ご
と
の
資
金
の
不
足
額
の
事
業

規
模
（
事
業
収
入
）
に
対
す
る
比
率
で
、

経
営
状
態
の
悪
化
の
度
合
い
を
示
し
ま
す
。

「
経
営
健
全
化
基
準
」
以
上
に
な
る
と
、
経

営
健
全
化
計
画
の
策
定
が
義
務
付
け
ら
れ
ま

す
。
町
が
独
自
で
運
営
す
る
公
営
企
業
は
下

水
道
事
業
で
す
が
、
資
金
不
足
が
生
じ
て
お

ら
ず
、
数
値
化
さ
れ
ま
せ
ん
。

ま
と
め

　
以
上
の
と
お
り
、
令
和
２
年
度
決
算
に
お
け

る
本
町
の
算
定
結
果
は
す
べ
て
の
指
標
に
お
い

て
基
準
値
を
大
き
く
下
回
り
、
健
全
な
財
政
状

況
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
後
に
お
い
て
も
、
限
ら
れ
た
財
源
を
最
大

限
活
用
す
る
た
め
に
最
新
の
情
報
を
収
集
し
な

が
ら
各
事
業
の
精
査
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　
ま
た
、
借
入
に
頼
ら
な
い
自
立
的
な
財
政

を
堅
持
し
て
ま
い
り
ま
す
。

▼
問
合
せ　
企
画
財
政
課
財
政
・
管
財
係　
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令和2年度豊山町一般･特別会計歳入歳出決算審査意見書（抜粋）
豊山町監査委員　堀尾博樹　　豊山町監査委員　坪井孝仁

　一般会計及び特別会計の決算総額は、歳入132億7995万
4425円、歳出128億8726万3385円、歳入歳出差引額3億
9269万1040円で、翌年度へ繰り越すべき財源38万6000
円を差し引いた実質収支額は、3億9230万5040円の黒字
を計上した。
　一般会計において対前年度比でみると歳入では、自主財
源の柱である町税収入において、個人町民税1213万38円
の増額、法人町民税は1億851万911円の減額となった。
一方、固定資産税4685万7716円の減額となった。全体で
は、1億2352万5715円の減額となり前年度より2．8％の
減額となった。
　歳出は主に総務費15億9894万1813円、教育費8億
5174万5348円の増額となった。
　また、減少したのは衛生費△9167万6516円、農林水
産業費△3148万4114円である。全体では28億3286万
7716円の増額となった。
　歳出では、経常経費の見直しを図り、費用対効果を検証

するなかで限られた財源を効果的に配分し、職員一人ひと
りが常にコスト意識をもって、効率的・効果的な予算執行
に心がけていただきたい。
　経済状況は厳しさを増している。新型コロナウイルス感
染症の拡大により、日本はもとより世界全体の経済が著し
く停滞することとなっている。通商問題の動向や、海外経
済の不確実性、労働力問題などが山積し、財政健全化のた
めにあらゆる情報収集に努められたい。本町では、自然災
害への対策、公共施設の長寿命化計画、公共下水道のイン
フラ整備等、多くの事業が予定されている。各事業につい
て経費を的確に把握し、事業の重要性・有効性を検証し、
効率的・効果的な財政運営に努められたい。
　令和2年度は、第5次総合計画のスタートとなる年であ
る。切れ目なく安心して住み続けたいまちに向け、引き続
き自主財源の確保に努め、健全な行財政運営が推進される
ことを期待し決算審査の意見とする。

▼問合せ　監査委員事務局（議会事務局） 28・6004

健全化判断比率　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：％）
豊山町 早期健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率 ― 15.0 20.0
連結実質赤字比率 ― 20.0 30.0
実質公債費比率 0.0 25.0 35.0
将来負担比率 ― 350.0

※表中の「－」表示は数値がない（赤字がない）ことを表しています。

資金不足比率　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：％）
会計名 豊山町 経営健全化基準

資金不足比率 公共下水道
事業特別会計 ― 20.0

※表中の「－」表示は数値がない（資金不足が生じていない）こと
　を表しています。


